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日
時　

7
月
12
日
火
10
時
～ 

　
　
　

7
月
22
日
金
14
時
～

場
所　

田
川
保
健
福
祉
事
務
所
４
階

問
田
川
保
健
福
祉
事
務
所 

☎
４
２ｰ

９
３
０
７

　

水
道
料
金
の
未
納
分
に
つ
い
て
は
「
督
促

状
」「
催
告
状
」「
給
水
停
止
警
告
」「
給
水
停
止
」

な
ど
を
郵
送
し
、
水
道
料
金
の
支
払
い
を
促

し
て
い
ま
す
。
水
道
事
業
は
、
住
民
の
皆
さ
ん

が
使
用
し
た
水
道
料
金
の
収
入
で
水
道
水
を

各
戸
に
供
給
し
て
い
る
た
め
、
支
払
い
が
滞

る
と
水
道
事
業
の
継
続
が
困
難
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
支
払
い
を
し
て
い
る
人
と
の
公
平
・
平

等
の
観
点
か
ら
も
、
使
用
し
た
水
道
料
金
に

つ
い
て
は
、
納
期
内
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

支
払
い
が
で
き
な
い
場
合
は
、
不
本
意
で

は
あ
り
ま
す
が
、
水
道
法
お
よ
び
条
例
に
基

づ
き
、「
給
水
停
止
」を
行
い
ま
す
。

問
役
場
水
道
課　

☎
２
２ｰ

７
７
６
９

　

子
育
て
に
つ
い
て
一
人
で
悩
ま
ず
、
お
し
ゃ

べ
り
会
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
。

日
時　

7
月
21
日
木
10
時
～
12
時

場
所　

コ
ス
モ
ス
保
健
セ
ン
タ
ー 

会
議
室
１

問
子
育
て
ア
ド
バ
イ
ザ
ー　

岸
谷
さ
ん　

　

☎
０
９
０ｰ

７
３
８
０ｰ

４
５
５
８

運
動
重
点
課
題　

❶
飲
酒
運
転
の
撲
滅

❷
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

問
役
場
総
務
課
庶
務
係 

☎
２
２ｰ

０
５
５
５

　

交
通
事
故
で
お
困
り
の
人
は
、
ぜ
ひ
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

7
月
19
日
火
10
時
～
15
時

場
所　

田
川
市
役
所
市
民
課

問
福
岡
県
交
通
事
故
相
談
所

　

☎
０
９
２ｰ

６
２
２ｰ

０
４
０
３

　

法
務
局
の
常
設
人
権
電
話
番
号
が
全
国
共

通
番
号「
☎
０
５
７
０ｰ

０
０
３ｰ

１
１
０
」
に

な
り
ま
し
た
。
家
庭
内
や
隣
近
所
と
の
ト
ラ

ブ
ル
、
い
じ
め
や
差
別
な
ど
、
悩
み
や
困
り

ご
と
が
あ
る
人
は
、
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

問
法
務
局
田
川
支
局　

☎
４
４ｰ

１
４
２
６

　

誰
で
も
参
加
で
き
る「
ほ
の
ぼ
の
介
護
予
防

教
室
」は
受
講
無
料
で
す
。
今
回
は「
家
庭
で

で
き
る
簡
単
リ
ハ
ビ
リ
」を
学
習
し
ま
す
。

日
時　

7
月
27
日
水
9
時
50
分
～

場
所　

方
城
保
健
セ
ン
タ
ー
2
階

問
方
城
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
２
２ｰ

６
５
５
６

  

7
月
16
日
土
は
司
法
書
士
に
よ
る
特
別
相

談
を
実
施
し
ま
す
。
特
別
相
談
は
事
前
予
約

が
必
要
。
相
談
無
料
で
す
。

❶
日
時　

7
月
7
日
木
10
時
～
15
時

　

場
所　

福
智
町
役
場
赤
池
支
所

❷
日
時　

7
月
14
日
木
10
時
～
15
時

　

場
所　

公
民
館
方
城
分
館

❸
日
時　

7
月
16
日
土
10
時
～
15
時

　

場
所　

金
田
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

❹
日
時　

8
月
4
日
木
10
時
～
15
時

　

場
所　

福
智
町
役
場
赤
池
支
所

問
福
智
町
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
２
２ｰ

６
６
３
１

試
験
日　

7
月
29
日
金

試
験
会
場　

筑
豊
ハ
イ
ツ

申
込
締
切　

7
月
19
日
火

【
試
験
予
備
講
習
会
】　

日
時　

7
月
23
日
土
13
時
～
17
時

場
所　

田
川
市
中
央
公
民
館（
市
民
会
館
）

受
講
料　

３
千
円
・
例
題
集
１
千
５
０
０
円

※
試
験
の
問
い
合
わ
せ
は
、
嘉
穂
・
鞍
手
保

　

健
福
祉
環
境
事
務
所
ま
で
。
予
備
講
習
会

　

に
つ
い
て
は
田
川
猟
友
会
ま
で
問
い
合
わ

　

せ
く
だ
さ
い
。

問
嘉
穂
・
鞍
手
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

　

☎
０
９
４
８ｰ

２
１ｰ

４
９
７
５

問
田
川
猟
友
会　

☎
４
４ｰ

１
１
６
７

　

心
の
悩
み
や
病
気
に
つ
い
て
の
相
談
窓
口
を

開
い
て
い
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

試
験
日　

9
月
11
日
日　

受
付
期
間　

７
月
12
日
火
～
７
月
21
日
木

受
験
資
格　

平
成
2
年
4
月
2
日
～

　
　
　
　
　

平
成
6
年
4
月
1
日
生
ま
れ

※
受
験
案
内
お
よ
び
受
験
申
込
書
は
最
寄
り

　

の
裁
判
所
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

問
福
岡
地
方
裁
判
所
事
務
局
人
事
課

　

☎
０
９
２ｰ

７
８
１ｰ

３
１
４
１

日
時   

７
月
18
日
祝
12
時
30
分
開
演

場
所　

春
日
市
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ

内
容　

１
部   

演
奏（
ピ
ュ
ア
ハ
ー
ト
）

　
　
　

２
部　

講
演
会「
民
衆
の
歴
史
を
語
る
」

　
　
　

３
部　

映
画「
信
さ
ん
」上
映

問
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
情
報
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
２ｰ

５
８
４ｰ

１
２
７
１

❶
日
時　

7
月
8
日
金
９
時
～
10
時

　

場
所　

福
智
町
役
場 

本
庁
舎

❷
日
時　

7
月
11
日
月
13
時
～
14
時

　

場
所　

福
智
町
役
場 

方
城
支
所

❸
日
時　

7
月
11
日
月
15
時
～
16
時

　

場
所　

福
智
町
役
場 

赤
池
支
所

問
役
場
福
祉
課　

☎
２
２ｰ

７
７
６
３

　

こ
の
運
動
は
、
交
通
安
全
知
識
を
深
め
、
交

通
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
守
り
、
交
通
事
故
防
止

の
徹
底
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

運
動
期
間　

７
月
10
日
日
～
19
日
火

に
つ
い
て
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　

7
月
19
日
火
～
7
月
27
日
水

問
県
住
宅
供
給
公
社
県
営
住
宅
管
理
部

　

☎
０
９
２ｰ

７
８
１ｰ

８
０
２
９

　

平
成
23
年
度「
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資

格
試
験
」が
行
わ
れ
ま
す
。

試
験
日　

10
月
16
日
日

郵
送
受
付
締
切　

８
月
１
日
月
※
消
印
有
効

問
福
岡
県
建
築
住
宅
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
２ｰ

７
３
７ｰ

８
０
１
３　
　

　

安
心
し
て
生
活
で
き
る
地
域
を
目
指
し
、

交
流
講
演
会
が
入
場
無
料
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

日
時　

７
月
16
日
土
14
時
～
16
時

場
所　

田
川
青
少
年
文
化
ホ
ー
ル

内
容　

映
画
上
映「
ふ
る
さ
と
を
く
だ
さ
い
」

問
田
川
を
つ
く
る
会 　

☎
４
２ｰ

９
３
０
７

連
絡
す
る
と
、
後
日
回
収
に
伺
い
ま
す
。

問
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
セ
ン
タ
ー

 　

☎
０
１
２
０ｰ

５
０
６ｰ

３
０
９

試
験
日　

10
月
23
日
日

受
験
申
込
締
切
日　

７
月
29
日
金

試
験
会
場　

福
岡
大
学
・
九
州
共
立
大
学

申
込
書
配
布
場
所　

役
場
福
祉
課
介
護
保
険

係
お
よ
び
支
所
の
介
護
保
険
係

問
福
岡
県
介
護
支
援
専
門
委
員
会

　

☎
０
９
２ｰ

４
３
１ｰ

４
５
８
５

　

就
学
前
の
親
子
が
対
象
で
す
。
す
べ
て
10

時
30
分
か
ら
開
始
と
な
り
ま
す
。

❶
た
な
ば
た
会
▼
7
月
1
日
金

❷
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
▼
７
月
8
日
金

※
親
と
子
の
心
を
つ
な
ぐ
「
わ
ら
べ
う
た
」を

　

予
定
し
て
い
ま
す
。

❸
親
子
リ
ズ
ム
遊
び
▼
7
月
15
日
金

❹
誕
生
会
▼
7
月
22
日
金

※
7
月
生
ま
れ
の
お
子
さ
ん
は
19
日
火
ま
で

　

に
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
２
２ｰ

２
４
０
１

　

放
送
大
学
は
、
Ｂ
Ｓ
放
送
な
ど
を
利
用
し

て
授
業
を
行
う
通
信
制
の
大
学
で
す
。
15
歳

以
上
で
あ
れ
ば
無
試
験
で
入
学
で
き
、
学
士

（
教
養
）の
学
位
が
取
得
で
き
ま
す
。

募
集
締
切　

8
月
31
日
水

問
放
送
大
学
福
岡
学
習
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
２ｰ

４
７
３ｰ

１
３
６
５

　

震
災
に
被
災
さ
れ
た
す
べ
て
の
人
を
対
象

に
、
無
料
電
話
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

実
施
日　

毎
週
月
～
金
（
祝
を
除
く
）

　
　
　
　

14
時
～
18
時

相
談
電
話　

☎
０
１
２
０ｰ

０
７
７ｰ

９
１
９

問
福
岡
県
司
法
書
士
会

　

☎
０
９
２ｰ

７
１
４ｰ

３
７
２
１

　

母
子
や
父
子
家
庭
、
離
婚
協
議
中
の
人
を

対
象
に
養
育
費
の
電
話
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

受
付
時
間　

９
時
～
16
時（
平
日
の
み
）

問
県
母
子
家
庭
等
就
業・自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
４
８ｰ

２
１ｰ

０
３
９
０

　

県
内
に
所
在
す
る
県
営
住
宅
の
入
居
者
を

募
集
し
ま
す
。
募
集
対
象
団
地
、
募
集
戸
数

　

平
成
23
年
度
の
介
護
保
険
料
の
決
定
通
知

書
を
８
月
上
旬
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。
介
護
保

険
制
度
で
は
、
特
別
な
事
情
が
な
く
保
険
料

を
滞
納
す
る
と
、
滞
納
期
間
に
応
じ
て
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
時
の
自
己
負
担
割
合
が
増
え

た
り
、
一
時
的
に
介
護

サ
ー
ビ
ス
が
差
し
止

め
に
な
る
な
ど
の
制

限
が
生
じ
ま
す
。
介

護
保
険
制
度
は
皆
さ

ん
の
保
険
料
で
成
り

立
つ
制
度
で
す
。
保

険
料
納
付
に
つ
い
て
、

ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
福
岡
県
介
護
保
健
広
域
連
合

　

☎
０
９
２ｰ

６
４
３ｰ

７
０
５
５

　

福
智
町
で
の
5
月
中
の
件
数
で
す
。

【
事
件
発
生
件
数 

9
件
】

オ
ー
ト
バ
イ
・
自
転
車
盗
難
▼
4
件

車
上
荒
ら
し
▼
1
件

万
引
き
▼
0
件

空
巣
・
忍
び
込
み
な
ど
▼
4
件

【
事
故
発
生
件
数 

12
件
】

死
亡
▼
0
人　

負
傷
者
▼
13
人

　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
で
は
、
８
月
か
ら
電
話
帳
の
一
斉
配

達
・
回
収
を
行
う
予
定
で
す
。
新
し
い
電
話
帳

を
配
達
し
た
際
、
古
い
電
話
帳
を
配
達
員
に

渡
し
て
く
だ
さ
い
。
渡
せ
な
か
っ
た
場
合
は
、

心
配
ご
と
相
談

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
行
事

福
岡
県
巡
回
交
通
事
故
相
談

み
ん
な
で
お
し
ゃ
べ
り
会

紙
資
源
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
ご
協
力
を

補
聴
器
相
談

県
営
住
宅
入
居
者
募
集

事
件
・
事
故
発
生
件
数

裁
判
所
職
員
採
用
試
験

ほ
の
ぼ
の
介
護
予
防
教
室

不法投棄は犯罪!

環境衛生係からお知らせ

同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
講
演
会

東
日
本
大
震
災
の
無
料
電
話
法
律
相
談

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
試
験

介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
発
送

狩
猟
免
許
試
験
案
内

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験

養
育
費
の
電
話
相
談

地
域
交
流
講
演
会

人
権
相
談
電
話
番
号

夏
の
交
通
安
全
運
動
実
施
期
間

滞
納
者
へ
給
水
停
止
の
お
知
ら
せ

マナーと環境を守りましょう

不法投棄をする目的で廃棄物を収集・
運搬した人は、５年以下の懲役また
は１千万円以下の罰金。法人では、
３億円以下の罰金になります。

町民の皆さんへ
　産業廃棄物や一般廃棄物の不法投棄は「廃
棄物の処理および清掃に関する法律」で禁止
されています。産業廃棄物の不法投棄は近年
悪質・巧妙化し、人目につきにくい場所や時
間帯が狙われています。また、周辺の環境に
も多大な影響を与えます。不法投棄の現場を
見かけたら、すぐにご連絡ください。

事業者の皆さんへ
　収集運搬業者に廃棄物の
処分をまかせっきりにしないで、
事業者（排出者）自らが管理を行い、
許可を受けた廃棄物処理業者に処理を
委託するなど、適正に処理をしてください。
ご理解とご協力をお願いします。

問住民課環境衛生係　☎22 ｰ7761

□

※ゴミの減量化に努めましょう

□

放
送
大
学
10
月
入
学
生
募
集


